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第１章 計画の基本的事項 

（１）計画策定の趣旨 

本県では、６回にわたって策定してきた「愛媛県長期計画」を基本構想とし、様々な施策を推

進してきました。直近の平成23年に策定した「第六次愛媛県長期計画 愛媛の未来づくりプラン」

の計画期間においては、移住者の増加や営業本部による実需の創出など幅広い成果が現れた一方

で、全国よりも速いスピードで進む人口減少を抑制することはできておらず、超少子高齢化も相

まって、今後、地域や産業を支える人材の確保、暮らしに必要なサービスの維持等をいかに図っ

ていくかが重要な課題となってきます。 

本計画は、全国の高齢者人口が最大となる2040年の本県の目指すべき将来像を描き、長期的な

視点で現在抱える地域課題を一つずつ解消しつつ、これを地域のオリジナリティや新たな強みへ

と転換し、持続可能な地域社会を実現していくため、県全体の現状と課題及び目指すべき将来像

を県民の皆様と共有することを目的として、策定いたします。 

 

（２）計画の役割 

これから2040年頃にかけて、全国的に人口の減少や少子高齢化、インフラの老朽化、地域

コミュニティの衰退といった、これまでに経験したことのない社会の大きな変化が予想されて

います。 

最近では、新型コロナウイルス感染症は社会を一変させたほか、デジタル技術の活用の遅

れなどの課題が顕在化することとなりました。また、ロシアのウクライナ侵攻に伴う緊迫した

国際情勢は、国内経済に大きな打撃を与え、エネルギーや食料の安定供給の重要性を再認識さ

せることになったほか、近い将来発生が予想される南海トラフ地震や激甚化・頻発化する自然

災害を前に、安全・安心な暮らしへの不安が高まっています。 

このように、近年、本県を取り巻く内外の情勢の変動が激しい中で、将来の地域社会や経

済状況がこれまでのような右肩上がりの成長とはなりにくくなると予想されることから、防

災・減災対策・人口減少対策・地域経済活性化をはじめとする本県の課題を的確に捉え、本県

の将来の目指すべき姿に向けて、今まさに何を改善していく必要があるのかを明確に示すこと、

これがこの計画の大きな役割です。 

そして、地方自治体である県、市町だけではなく、企業や民間団体に加え、県民の皆様一

人ひとりが連携、協働する「オール愛媛」の体制で、「ふるさと愛媛」の未来をつないでいく

ことが大切であると考えており、本計画は、本県がこれから進むべき道筋を示す「県民共有の

指針」とするものです。 

なお、現在、「地方創生」に国や全国の自治体が取り組んでいますが、この計画は、本県

における人口減少対策の方向性を示した「愛媛県版まち・ひと・しごと創生総合戦略」（計画

期間令和５年度～令和８年度までの４年間）と位置付けるものです。 

 

 

 



2 
 

（３）計画の構成と期間 

 本計画は、2040年頃の本県の将来像を見据えた目指すべき姿に対し、そこからバックキャスト

した中長期的な県づくりの方向性、現状抱える課題解決に向けた政策を実現するための施策別の

成果指標等を見える化し、重点的に取り組むべき分野等を定めた計画です。 

計画期間は、令和５年度から令和８年度までの４年間とします。 

 

（４）計画を着実に実現するための推進姿勢 

 人口減少や超少子高齢化などの厳しい将来見通しに正面から向き合いながら、よりよい愛媛を

次世代に引き継ぐため、前計画の推進姿勢の３つの視点「連携」「挑戦」「創造」を次のとおり

見直し、本計画における県の役割を着実に実行するための仕組みを整え、各施策に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

◎“連携”の精神が十分に培われ、深化した“協働”へ 

・複雑・多様化する住民ニーズに対応し、従来型の行政主体の公共サー

ビスの「質」・「量」ともに維持することは、困難な状況になりつつ

あります。 

・県民満足度の高い行政サービスを維持するためには、県の限られた人

員・資源の選択と集中の徹底と、民間活力の積極的な活用等を検討す

る必要があります。 

・県と国・市町、あるいは公と民、それぞれ適切な役割分担のもと、地

域の問題を県民一人ひとりが自らの問題として受け止め、自発的に取

り組んでいただく必要があります。 

・県民、企業、大学などとの連携を積極的に進め、民間が持つノウハウ

や資源を最大限に生かすことで、より質の高い行政サービスの実現を

目指します。 

◎“挑戦”から具体性・実効性のある“改革”へ 

・県職員の意識改革はもとより、県庁のデジタル化や執務体制の整備、

安定した行財政基盤の構築など、行財政改革の推進を進めます。 

・県民サービスの利便性を向上させながら、高度な企画立案業務に注力

できる環境整備を進めることで、職員の生産性を向上させ、政策の立

案に集中して取り組める「政策立案型行政」への転換を一層進めま

す。 

◎引き続き、新たな手法による行政運営を目指す“創造” 

・政策・施策の目指すべき姿の実現のため、客観的なデータを用いたエ

ビデンスに基づく課題の的確な把握に努めるとともに、成果を重視し

た資源・財源の重点配分に取り組みます。 

・着実な進行管理を行うため、適切な成果指標を設定し、毎年度の目標

の達成状況を検証するほか、アンケートによる県民満足度調査結果や

外部有識者等の意見を伺いながら政策・施策・事務事業評価を行い、

翌年度の政策立案や財源配分などに反映させるＰＤＣＡマネジメント

サイクルをこれまで以上に徹底し、具体的な成果の創出と県民に対す

る成果の見える化に取り組みます。 
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（参考）本計画の策定に当たって 

本計画の策定に当たっては、2040年頃の社会の担い手となる中高生をはじめ、各団体や県

民の皆様にアンケート調査を実施し、「2040年の愛媛県に期待する姿」や現在抱える地域課題

や改善点などに対する意見により、目指すべき姿の設定に際し参考とさせていただきました。 

また、このほか各市町からの意見も頂戴し、エリア別構想に反映しております。 

調査名 
未来の愛媛県の姿

に対する希望調査 

高校生の皆さんへ

の進路や将来像に

関するアンケート 

愛媛県の新しい未

来を描くための 

アンケート調査 

愛媛県長期計画第３

期アクションプログ

ラムの検証に係るア

ンケート調査 

調査対象 県内公立中学校２年生 県立高校２年生 一般県民 各業界団体 

対象者数 10,483人 7,075人 2,000人 97者 

回答者数 7,220人 5,456人 2,000人 80者 

回収率 69％ 77％ 100％ 82.5％ 

調査期間 令和４年７月 令和４年11月 令和４年８月 令和４年９月 
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第２章 時代の潮流 

（１）人口減少と人口構造の変化 

ア 全国より深刻な人口減少、超少子高齢化 

わが国の人口は、2010年がピークで、2045年にも1970年の人口規模を維持することが見込まれ

ている一方、国勢調査による本県の総人口は、1985年の153.0万人をピークに減少に転じ、2020

年には1985年よりも約20万人減の133.5万人となっています。このまま推移すると、令和４

(2022)年度中には130万人を下回り、2040年には約105.9万人となると本県では推計しています。 

また、本県の人口構成は、全国と比較すると、1970年以降、65歳以上は一貫して全国を上回り、

生産年齢人口（15歳～64歳）は全国を下回っているほか、本県では、2040年には65歳以上が

39.6%、15～64歳が51.3%、0～14歳が9.1%になると推計しており、65歳以上の者１人に対する生

産年齢人口は2020年時点で1.66人でしたが、2040年では1.29人になると想定しています。 

このように、本県における人口の減少スピードは全国と比較すると速くなっており、人口構成

に関しても、全国と比較すると、早期から少子高齢化の傾向が顕著となっています。 

人口変動の要因としては、自然増減（出生者数と死亡者数の差）と社会増減（県外から転入す

る人数と県外に転出する人数の差）がありますが、愛媛県は一貫して出生数・婚姻件数とも減少

するとともに（自然減）、県外転出者数が転入者数を上回っています（社会減）。 

県外への転出については、進学や就職を機とした若年層の流出が大きく、20代、特に「20～24

歳女性」の転出超過が最も多くなっており、この世代の流出をいかに食い止め、結婚・出産の希

望を叶え、愛媛が安心して子育てのできる環境であることを認知してもらうことが必要であると

考えます。 

 

愛媛県の将来推計人口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）えひめ人口減少対策重点戦略 
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年齢３区分人口構成比の推移 

［0～14歳］                          ［15～64歳］                   

 

 

 

 

 

 

 

 

                          ［65歳以上］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

愛媛県の出生数、婚姻件数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 地方への関心の高まり 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大以降、働く場所を問わない多様な働き方の可能性が広が

り、地方移住に対する関心が高まっています。内閣府による東京圏居住者を対象とした意識調査

においても、移住に関心を持つ人の割合が上昇傾向にあり、特に東京23区に住む20歳代では、約

半数が地方移住に関心を持っているとされています。 
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地方移住への関心理由としては、「人口密度が低く自然豊かな環境に魅力を感じた」「テレワ

ークによって地方でも同様に働けると感じた」という回答が多く、新型コロナウイルスの感染拡

大をきっかけに人々の価値観が変化するとともに、テレワークやワーケーションの普及が進んだ

ことで地方移住へのハードルが下がったことも背景にあると考えられます。 

愛媛県でも、令和３年度の移住者数は、県全体で過去最多となる4,910 人となり、20歳代と30

歳代の占める割合が５割を超えました。 

また、近年は、当該地域に居住していない人が、地域外から何らかの形で地域の活性化に関わ

る「関係人口」にも注目が集まっています。関係人口は、主に当該地域の出身者や居住経験者な

ど、定住人口と交流人口の中間に位置する「その地域に何らかの関わりや関心を持つ人」であり、

このような人々によるふるさと納税やクラウドファンディングによる間接的な関わりのほか、地

域活性化に関する取組みへの継続的、又はスポット的な参画などを通じた地域振興への貢献が期

待されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）ライフスタイル・価値観の多様化 

ア 人生100年時代における暮らしの充実 

厚生労働白書によると、2040年には、平均寿命がさらに２歳伸びる見込みとされており、国は、

健康寿命を３歳延長することを目標とする計画を策定する方針ですが、厚生労働省の調査では、

令和元年の本県民の健康寿命は、男性が71.50歳で全国ワースト２位、女性は74.58歳で、全国ワ

ースト４位となっています。 

厚生労働省が設置した「2040年を展望した社会保障・働き方改革本部」の取りまとめにおいて

は、今後、国民の誰もが、より長く、健康に活躍できるよう、「多様な就労・社会参加の環境整

備」「健康寿命の延伸」「医療・福祉サービスの改革による生産性の向上」「給付と負担の見直

し等による社会保障の持続可能性の確保」の取組みを進めることとされています。 

平均寿命と健康寿命が延び、人生100年時代といわれる時代が到来しようとしている中、何歳

からでも新たなチャレンジができるような、若者か高齢者かを問わず全ての県民が元気に生き生

きと活躍する社会の実現が求められます。 

 

 

（愛媛県への移住者数（愛媛県）） 



7 
 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ ダイバーシティの尊重 

働き方・結婚・子育てについての価値観は次第に多様化しており、多様性が尊重されるととも

に、個性と能力を十分に発揮できる社会の実現が求められています。 

男女共同参画を促進するための取組みは、長年実施されてきていますが、性別役割分担に関す

る意識は依然として根強く、20歳代をはじめとする比較的若い世代であっても、男女間での性別

役割分担に関する意識は存在するようです。これまでにも啓発されてきたことですが、無意識の

思い込みを解消するとともに、保育・介護・家事の男女間での分担や、それに関わる公的サービ

スの充実が必要なほか、テレワークや兼業・副業、フレックスタイム制などといった働き方の選

択肢を広げる必要があります。 

また、女性だけでなく、高齢者、障がい者、外国人などの多様な人々が思う存分活躍し、安心

して暮らすことができるまちであるためには、地域に住む人それぞれが、多様性を受け入れ、互

いの理解を深めるとともに、それぞれの個性や生き方の違いを認め合い、全ての人の人権が尊重

され、共に支え合い、共に生きることができる社会の実現が求められます。 

ウ 予測困難な社会を生き抜くための教育の推進 

本県では、少子化の進行により、年少人口（０～14歳）は2020年に約15.4万人、2040年に約

9.6万人になり、この20年間に約38％も減少すると推計しています。こうした年少人口の減少に

より、小中学校や高等学校では学校の小規模化や統廃合が進むと想定されますが、地域に住む児

童・生徒に選ばれる、きらりと光る学校の魅力化向上に向け、地域住民との協働による取組みが

必要です。 

また、新型コロナウイルス感染症拡大防止は、学校現場に大きな影響を与え、授業をはじめ、

運動会や部活動等を通じた仲間との交流にも様々な制約が生じました。改めて、学校が子どもた

ちの居場所やセーフティーネットとして心身の支えとなる役割が再認識され、ウィズコロナを前

提に、子どもたちにとって一度しかない学校生活が充実したものとなるよう取り組む必要があり

ます。 

さらに、コロナ禍を機に、全国各地の小中学校や高等学校等において、１人１台端末の整備や、

オンライン授業が導入され、リモートで教育を受ける環境の整備が図られるなど、教育のデジタ

ル化が進んでおり、今後も様々な課題解決にデジタル技術の活用が一層求められています。 

 このように、教育を受ける子どもたちを取り巻く情勢は激しく変化していますが、将来を予測

（健康寿命の令和元年値について（厚労省）） 

【男 性】 
【女 性】 

国民の平均寿命と愛媛県民の健康寿命の推移 
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することが困難な社会においても、子どもたちが高い志を持って将来の希望や可能性に挑戦でき

るよう、確かな学力を身に付けさせ、家庭や地域とも連携しながら、子どもたちの豊かな「生き

る力」を育成する環境を確保することが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

学校基本調査（文部科学省） 

高等学校在籍生徒数及び学校数の推移 
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（３）経済のグローバル化等の影響と県内経済の将来展望 

ア 経済動向と今後の展望 

本県の経済は、平成20年９月のリーマン・ショックに伴う世界的な景気後退の影響などを受け、

厳しい状況が続いてきましたが、近年は、政府や日本銀行による大規模な財政出動や金融緩和、

インバウンド需要の取り込みと世界経済の成長により、緩やかな景気回復の局面にありました。 

しかし、令和２年からの新型コロナウイルス感染症の世界的な流行により、未曾有の経済停滞

にさらされ、令和４年２月のウクライナ危機に端を発する世界情勢不安などから、資源高や円安

の急激な進行がみられるなど、様々な面で依然として先行き不透明な状態が続いています。 

また、アジアをはじめとする諸外国の経済成長に加え、情報通信技術や交通・輸送手段の高度

化、地域間・企業間の国際競争力の激化等により、人・モノ・金・情報の動きが活発化するなど、

地方においても経済のグローバル化はますます進んでいくと見込まれます。特に、市場や社会が

一層成熟し、人々の価値観やライフスタイルが多様化していく中で、一定水準の物質的豊かさは

必要なものの、恵まれた自然環境や生活環境と仕事の満足度などの「質」の充実が、今まで以上

に重視されることになります。 

本県は、東・中・南予の各地域にそれぞれ第１次・第２次・第３次産業の幅広い業種が集積し、

産業の多様性に富んでいるのが特徴です。ただ、本県において、今後、人口減少が加速し、他地

域との競争が激化していくならば、業種によっては就業者の減少や高齢化の更なる進展といった

マイナス要因により、次第に経済成長を鈍らせることも予想されます。 

今後は、グローバルな視点から本県の特性やポテンシャルを活かした産業構造の強化を図り、

デジタル技術を活用した省力化や効率化を進めるとともに、新たな付加価値のある商品やサービ

スを提供することにより、各産業の担い手を確保・育成しながら、将来にわたって持続可能な

“稼ぐ力”を高める必要があります。 

 

 

 

 

本県の県内総生産（実質）等の推移 

(注 1) 平成 27 暦年連鎖価格。 

(注 2)2011 年度成長率（全国）：2005 年度～2011 年度にかけての成長率。  

2015 年度成長率（愛媛県、全国）：2011 年度～2015 年度にかけての成長率。 

2019 年度成長率（愛媛県、全国）：2015 年度～2019 年度にかけての成長率。 

2025 年度成長率（愛媛県、全国）：2019 年度～2025 年度にかけての成長率。 

2025～2040 年度成長率：５年ごとの 年平均成長率。 

(資料) 愛媛県「令和元年度愛媛県県民経済計算」、内閣府「2020 年度国民経済計算（2015 年基準・2008SNA）」、 

公益社団法人日本経済研究センター「第 48 回中期経済予測(2021-2035 年度)」 

  



10 
 

イ 労働力人口の減少 

産業の担い手となる労働力人口（15歳以上の就業者と完全失業者）は、少子高齢化の進展

に伴う生産年齢人口（15歳～64歳）の縮小を背景として減少傾向にあり、今後、若年層を中心

とした人手不足が深刻化すると予想されます。 

特に本県では、少子高齢化の進展に加え、若者を中心とした県外への転出超過が続いてい

ることもあり、労働力人口は2000年から2020年の20年間で８万人（10.4％）減少し、就業者数

（15歳以上の従業者及び休業者）も６万2000人（8.4％）減少しました。 

独立行政法人 労働政策研究・研修機構によると、今後、2020年から2040年の20年間で、

労働力人口は19.6万人（27.6％）減の50.0万人、就業者数は19.7万人（29.1％）減の48.0万人

と推計されており、労働力不足がより一層深刻になる見込みです。 

また、令和２年からの新型コロナウイルス感染症の世界的な流行の影響で雇用環境が悪化

し、非正規労働者、特に女性の非正規労働者が大幅に減少しています。感染の流行が収束せず、

感染者の増減を繰り返すような状況が長期化すれば、企業倒産やそれによる失業者の増加も懸

念されます。 

加えて、農林水産分野や医療・福祉分野では、人材の獲得競争の激化等により従事者が大

幅に減少するおそれがあり、担い手の確保が急務となっているほか、既に、コロナ禍を契機と

して急速に業界が拡大した情報通信業、重労働として敬遠されがちな建設業や運輸業、介護事

業など担い手の確保が急務となっている業種もあり、経済活動を維持していくため、働き方改

革の推進や雇用の流動化などにより、労働生産性を高めていくことが急務となっています。 

そのような状況の中、新しい生活様式の普及やデジタルシフトの加速化などを背景に産業

構造が変化しつつあり、適切な学びなおし（リカレント教育）や、意欲ある者が年齢・性別等

に関わりなく、愛媛に誇りや愛着を持って働くことができる社会の実現に向けた取組みの推進

が求められます。  

 

労働力人口と就業者数の推移と推計（愛媛県） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）第11次愛媛県職業能力開発計画（労政雇用課） 

77.1

69.7 69.1

58.0

50.0
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80.0

H12 H22 R2 2030(R12)※ 2040(R22)※

(万人)

(年)

労働力人口 就業者数

資料出所：労働力調査（2020年平均都道府県別結果(モデル推計値）)及び労働需給の推計

（2018年度版全国推計を踏まえた都道府県別資産）をもとに作成

※2030年、2040年は独立行政法人労働政策研究・研修機構による推計(ゼロ成長・労働参加現状シナリオ)

0
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ウ 労働生産性の将来展望 

生産年齢人口の減少により労働供給の制約がある中でも、経済成長を実現していくためには、

労働生産性の向上によって潜在成長率を引き上げていくことが重要です。 

産業別にみると、第１次産業においては、後継者不足なども影響し、就業者数とそれに伴う生

産額は減少していくと見込まれる一方で、スマート農業の普及や農地集積などによる効率化によ

り、労働生産性を一定程度向上させることができると期待されています。 

第２次産業については、少子高齢化の進展で産業人材不足が顕在化していくと見込まれる中、

現在の産業構造や労働形態のままで推移すれば、産業規模は大きく落ち込むと考えられますが、

製造業を中心にＤＸや働き方改革の推進による労働生産性の向上が図られることで、規模の維

持・拡大が期待できます。 

第３次産業については、コロナ禍の長期化で売上の減少などマイナス面の影響が見られる一方、

テレワークやオンラインでの商談、ＥＣ市場の拡大などデジタル技術を活用した労働生産性の向

上が図られた側面もあり、これらの活動が定着することで、堅調に推移すると見込まれます。 

ただし、予想を超えるスピードで進んでいる少子高齢化により、若年層を中心とした産業人材

の不足や国内市場の縮小といった課題が深刻さを増す中、これらを実現させるためには、全ての

産業でＩｏＴやＡＩ、ＤＸなどのデジタル技術をはじめとした新たな技術・サービスによる業務

の効率化や省力化、働き方改革や両立支援の推進などを通じた魅力的な職場環境づくりによる働

き手の確保に向けて、県だけでなく、事業者や県民、市町をはじめとした様々な機関・団体が思

いを共有し、取り組んでいくことが重要です。 

 

 

 

 

 

 

(千人) (億円) 

（注１）四捨五入の関係で、各産業部門の合計と就業者総数は一致しない。 
（注 2）2015 年度成長率：2011 年度～2015 年度にかけての成長率。 

2019 年度成長率：2015 年度～2019 年度にかけての成長率。 
2025 年度成長率：2019 年度～2025 年度にかけての成長率。 
2025～2040 年度成長率：５年ごとの 年平均成長率。 

（注３）愛媛県「令和元年度愛媛県県民経済計算」の就業者数を元に推計しており、県民経済計算では２つ以上の
仕事に従事し、かつ事業所も異なる場合は、それぞれ１人と数えるため、１人の仕事を主なもの１つに限っ
ている国勢調査の数値とは一致しない。 
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エ 県民所得の推計 

令和元年度の１人当たり県民所得は271万７千円で、近年は増加傾向にありますが、全県計334

万４千円と比較すると81.2％に止まり、全国順位は概ね30位台後半で推移しています。 

このため、各産業分野における地域産業の“稼ぐ力”や先端技術の活用による生産性の向上を

図りながら、新産業の創出や企業誘致・留置を推進することで、良質な雇用の場を確保するとと

もに、県民所得の更なる向上を目指す必要があります。 

 

 

（４）増大するリスクに対する危機管理体制の見直し 

ア 新型コロナウイルス感染症の克服と未知なる感染症へのリスクヘッジ 

2019年に中国で最初の症例が確認され、全世界に拡大した新型コロナウイルス感染症は、我が

国でも感染が急拡大し、経済や社会活動に深刻な影響を及ぼしました。2020年４月に最初の緊急

事態宣言が出されて以来、「まん延防止等重点措置」を含めて、人々の行動や経済活動を大幅に

制限する対策が講じられたほか、全国的にワクチン接種が進められる一方で、より感染力の高い

変異株の影響により、陽性者数が急増して、医療提供体制が逼迫し、不要不急の手術の延期など、

一般医療の一部を制限せざるを得ない状況が全国的に発生しました。 

また、社会経済活動の制限に伴い、人々の交流機会が激減したことによって、高齢世帯や生活

困窮世帯等の孤立、臨時休業や各種行事の制限に伴う学校教育への影響等、様々な分野において

課題が生じました。ひとり親家庭では、新型コロナウイルス感染症の影響による就労収入が減少

した割合や、暮らし向きが苦しい割合がより高くなるなど、特定の属性の集団が、景気の悪化に

よる影響をより大きく受けることが把握されています。 

未知なる感染症の流行に際しては、その特徴や規模、地域の特性などに応じ、保健・医療福祉

関係者や専門家、国、市町などの関係機関や諸団体との連携・協力のもと、県民生活及び地域経

済に及ぼす影響を最小化できるよう、平時から体制づくりを進める必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

（出所）愛媛県新型コロナウイルスの検査状況等 
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イ 切迫する南海トラフ地震や頻発・激甚化する自然災害 

30年以内の発生確率が70～80％と予想されている南海トラフ地震では、本県に最大の被害をも

たらす巨大地震が発生した場合、津波等による被害は、死者16,032人、建物の全壊243,628棟、

さらに県下のほとんどの地域で電気、ガス、水道が止まるとの仮定から、１か月後の避難者数は

558,902人と想定されています。 

また、近年、異常気象は頻発・激甚化しています。降雨日数は減少する一方で、大雨や短時間

に激しく降る集中的な降雨がますます増加するなど、長期的な傾向として雨の降り方が変化して

おり、本県でも「平成30年７月豪雨」による甚大な被害を受けています。こうした水害や土砂災

害等をもたらす豪雨が頻発している背景には、気候変動の影響による異常気象に加え、地球温暖

化の進行があると考えられており、今後も、高まる災害リスクに対し、ハード・ソフト両面から

対応が不可欠です。 

 

 

 

 

① ハード面の対策（インフラの老朽化・空き家問題等） 

本県の防災・減災に重要な役割を果たすインフラは、その多くが昭和30年代後半からの高度経

済成長期に集中的に整備されており、今後、建設から50年以上経過する施設が加速度的に増加す

るため、様々なインフラの老朽化が急速に進展していくことから、維持管理・更新を計画的かつ

適切に進めていくことが課題になります。 

また、人口減少に伴い、全国的にみても本県の空き家率は高い水準となっており、空き家の発

生は、倒壊、崩壊、屋根・外壁の落下や火災発生のおそれなどの防災性の低下につながるととも

に、ごみの不法投棄やそれに伴う悪臭の発生、景観悪化など、様々な問題につながることが想定

されるため、地域活性化への展開も見据えた総合的な対策が求められています。 

このほか、河川・海岸・老朽ため池の改修や・治山・砂防・地すべり対策など、県民の生命や

財産を守るため、各種インフラの防災・減災対策にも不断に取り組む必要があります。 

（資料）松山地方気象台ホームページ「愛媛県の気候変動」 

（出所）愛媛県気候変動適応センター「愛媛県における気候変動影響

情報収集調査について」 

南海トラフ巨大地震による県内市町ごとの被害推計結果 

（出所）愛媛県地震被害想定調査（平成25年12月） 

愛媛県における気候変動の現状と将来予測 
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② ソフト面の対策（自助・共助） 

人口減少や少子高齢化、サラリーマン化の進展等により消防団員数は減少傾向で推移しており、

団員充足率は、県下の全ての市町において100パーセントに達しておらず、十分に確保できてい

ない状況にあることから、地域の防災力の低下が懸念される状況となっています。 

一方、本県の防災士登録者数は全国的に見ても高い水準にあり、地域の防災力向上のため、平

時から自主防災組織の活動への参画を期待するとともに、今後も増加する高齢者等の要配慮者を

含めた地域住民が互いに連携・協力して防災対策に取り組む自助・共助の意識の醸成が急がれま

す。 

 

 

 

 

 

 

愛媛県における老朽化の現状 空き家率（全国・愛媛県）と愛媛県の空き家戸数 

（出所）愛媛県 HP「愛媛県の空き家対策等について」掲載資料 

「愛媛県の空き家の状況」より抜粋 

（出所）愛媛大学「平成 28 年度社会基盤メンテナンスエキスパート

（ME）養成講座シンポジウム」 

愛媛県提供資料「愛媛県の維持管理の現状と将来」より抜粋 

（資料）公益財団法人愛媛県消防協会「消防関係データ（令和 4 年度関係データ）」 

愛媛県の消防団員 定数・実員数・充足度（令和 4 年） 
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ウ 安心して暮らせる社会の再構築 

本県における交通事故の状況は、発生件数と負傷者数が平成17年以降減少傾向にあるものの、

死者数は、交通事故統計を取り始めた昭和22年以降で過去最少となった令和元年以降、２年連続

で増加しています。また、全交通事故死者数に占める高齢者の割合についても、全国平均を上回

っていることから、今後も高齢者が増加することに伴い、高齢者が関係する交通事故の増加が懸

念されます。 

また、高齢者が被害に遭いやすい特殊詐欺事案やＩＣＴの進展によるサイバー犯罪の多様化・

巧妙化など、新たな犯罪リスクの増加も懸念されています。 

さらに、生活困窮や犯罪被害、介護や子どもの福祉などの課題により生じた県民の支援ニーズ

に的確に対応するため、関係機関・団体との連携による相談支援体制の整備が期待されています。 

 

交通事故死者数に占める高齢者の割合 
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（５）デジタル化の進展 

ア デジタル技術活用の浸透 

近年のスマートフォンやタブレットの普及により、次第に我々の生活に身近な存在になりつつ

あったデジタル技術は、人材不足や距離の問題等で従来なら困難であった地域課題への対応を可

能としたほか、新型コロナウイルスの感染防止対策のため、キャッシュレス決済等の非接触・非

対面のサービスの利用や、企業におけるテレワークの導入が一気に拡大するなど、いわゆる「新

しい生活様式」への移行が進み、人と接触しなくても様々な用事が済ませられるという状況が促

進されることとなりました。この「新しい生活様式」は一定程度定着が進みつつありますが、東

京23区のテレワーク実施率が５割を超えるのに対し、地方圏では約２割にとどまるなど、依然と

して地域差もみられます。 

国においても、令和３年９月にデジタル庁が発足し、「誰一人取り残されない、人にやさしい

デジタル化」の実現に向け、国を挙げてデジタル化を推進するための体制整備が進みつつありま

す。 

 

イ ＤＸの推進とデジタル人材の確保 

総務省の情報通信白書によると、農業・林業の第１次産業をはじめ、様々な業種でＤＸ（デジ

タル・トランスフォーメーション）の取組みが拡大しつつありますが、業種によって大きな差異

があり、行政についても、テレワーク、ＲＰＡを活用した事務の効率化や、手続のオンライン化、

オープンデータの利活用による住民サービスの向上など、行政のＤＸの取組みを進めていく必要

があります。 

また、総務省の通信利用動向調査における全国及び各地域の企業における「ＩｏＴやＡＩなど

のシステムやサービスの導入状況」をみると、四国における「導入していない」企業の割合

（72.2％）は、全国（62.3％）及びその他の地域と比較しても最も高くなっており、今後さらに

差が拡大することが懸念されます。 

このように、急速にデジタル化が進む社会に的確に対処するため、ＩＴ製品・サービスを作る

エンジニア人材と、ＩＴ技術を活用できる企業内人材の両方を含み、デジタル改革・実装を進め

る全ての担い手であるデジタル人材について、産学官が連携して育成・誘致に取り組む必要があ

るほか、県内産業のＤＸを力強く推進し、さらに県外ＩＴ企業の誘致を強化する必要があります。 

 

  
地域別のテレワーク実施率 

(資料) 内閣府「第５回新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査」（2022 年 7 月 22 日） 
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ＩｏＴやＡＩなどのシステムやサービスの導入状況（2021 年） 
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(出所) 総務省「令和３年通信利用動向調査」 
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（６）環境問題の深刻化 

ア カーボンニュートラルの実現 

世界の平均気温は、2020年時点で、工業化以前（1850～1900年）と比べて１.１℃上昇し、こ

のままの状況が続けば、最悪の場合、2100年までにさらに４.６℃上昇すると予想されるなど、

地球温暖化は、最も深刻な地球規模の環境問題の一つとなっています。 

地球温暖化は、平成30年の西日本豪雨をはじめ、最近の豪雨や台風等の自然災害の頻発化、激

甚化を引き起こし、県民の生命、安全等への差し迫った脅威となっているほか、農林水産物への

打撃や生態系の変化など、県民生活や地域産業等の広範な分野に影響を及ぼしており、人類のみ

ならず全ての生き物にとって、生存基盤を揺るがす気候危機となっています。 

このような中、地球温暖化対策の国際的枠組み「パリ協定」において、世界的な平均気温上昇

を産業革命以前に比べて２℃より十分低く保つとともに、１.５℃に抑える努力を追求すること

を目的に、今世紀後半に温室効果ガスの人為的な発生源による排出量と吸収源による除去量との

間の均衡を達成する（実質的な排出量をゼロにする）ことを目指すことが世界共通の長期目標と

位置づけられ、わが国も、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする「カーボンニュートラル」

を目指すことを2021年に宣言しました。 

本県も、2050年のカーボンニュートラル社会の実現に向け、省エネや再生可能エネルギーの導

入促進等により温室効果ガスの排出を削減する緩和策と被害を回避・軽減する適応策を両輪とし

て取組みを進めていますが、今後は、これまでの取組みに加え、デジタル技術を活用しながら、

化石燃料中心からクリーンエネルギー中心の経済社会システムへの変革（グリーン・トランスフ

ォーメーション（ＧＸ））を促進して、経済と環境の好循環を創出し、持続的に成長・発展する

社会の実現を図っていく必要があります。 

 

  
【資料】気候変動の影響の将来予測 

（出所）国土交通省「国土交通白書2022」 
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イ 環境への負荷が少ない循環型社会の構築 

大量生産・大量消費型の社会経済活動は、日常生活を物質的に豊かにする一方で、大量の廃棄

物を排出し、環境保全と健全な物質循環を阻害する側面を有するとともに、温室効果ガスの排出

による地球温暖化問題、天然資源の枯渇の問題、大規模な資源採取による自然破壊など様々な環

境問題にも密接に関係しています。 

また、近年、海洋ごみが大きな問題となっており、全国第５位の長さの海岸線と全国有数の港

湾、漁港数を有する本県においても、海洋環境や沿岸環境のみならず、水産業や観光業等幅広い

分野に深刻な影響を及ぼすおそれがあるものと懸念されています。 

このため、本県では、脱炭素や自然共生の視点にも立ち、えひめ循環型社会推進計画に基づい

て、廃棄物の３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）及び適正処理などの各種施策を、県民、

事業者、行政等様々な主体と一体となって総合的かつ計画的に推進するとともに、海洋ごみや災

害廃棄物など喫緊の課題には、地域の実情を踏まえて適切に対応することで、天然資源の消費を

抑制し、環境への負荷ができる限り低減される循環型社会の構築を目指します。 

 

 

（出所）愛媛県環境政策課作成 （出所）愛媛県環境政策課作成 

【資料】循環型社会の姿 

（出所）環境省（循環型社会推進基本計画） 
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ウ  自然環境の保全・継承 

 本県では、石鎚山や瀬戸内海、宇和海沿岸のリアス海岸など豊かな自然環境に恵まれ、それぞ

れの地域で多様な生態系が築かれていますが、近年、野生動植物の乱獲や違法採取、外来生物の

影響等により、希少野生動植物の生息・生育環境が脅かされています。 

県民アンケート調査では、愛媛県の魅力を高めるために、活用すべき地域資源として豊かな自

然環境・景観を挙げる声が全体の37.4%に上りました。次世代に愛媛の豊かな自然を引き継ぎ、

自然環境の保全の意識を高めるためには、自然公園等の適正な保護に努めるとともに、自然とふ

れあう場を形成することが必要です。 
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第３章 2040年頃の目指すべき愛媛の将来像 

（１）基本理念 

愛のくに 愛顔あふれる愛媛県 

(仮)“次世代によりよい愛媛を引き継ぐために” 

 本県の将来人口は、今後も現状の傾向が続いた場合、2020年の約133万人から2040年には約105

万人まで減少し、全人口に占める65歳以上の高齢者の割合が39.6％という超高齢社会になると予

想されています。それに伴って地域経済は縮小し、医療・介護提供体制、地域交通などの社会イ

ンフラの不足、地域の祭り・伝統文化の継承や地域の見守り、防災・防犯など、あらゆる面にお

ける担い手不足が懸念されます。また、高齢化に伴う医療費や介護費といった社会保障費の増加

や税収の減少による財政の硬直化が進み、山積する地域課題への対応が困難になることも考えら

れます。 

そこで本県では、来るべき2040年の超高齢社会においても地域経済・社会資本の維持・適正化

を図りながら、若年層が自己実現の可能性や機会を失うことなく、希望するライフプランを実現

でき、誰もが生涯を通じて心身ともに健康で豊かな人生を送れる持続可能な「愛顔あふれる愛媛

県」の実現を目指してまいります。 

そのために、まずは出生数を回復して転出超過を解消することで、人口構造を若返らせていき

ます。この４年間で人口減少・超少子高齢化に伴う地域課題とその改善に地域全体で向き合い、

2030年までに長期的に100万人程度の安定的な人口を維持することのできる社会持続性や安定性

の基盤を築いていきたいと考えています。 

 愛媛に住む子どもたちが社会の担い手になった時、これまで連綿と受け継がれてきた愛媛の歴

史や文化、地域産業、地域の絆などの地域資源と、これらにある“愛媛県らしさ”という価値観

を、誇りと愛着を持ってその次の世代に受け継いでいってもらうために、性別や年齢、障がいの

有無、国籍など関係なく、みんなで本県の価値と課題を再認識し、人口減少をはじめとする地域

課題を一つずつ解決し、2040年の目指すべき愛媛の将来像を実現していきましょう。 

 

  

500,000

700,000

900,000

1,100,000

1,300,000

1,500,000

2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060

愛媛県の人口の推移と見通し

このまま何もしない場合の推計人口
2026年に転出超過の解消と出生数8,500人等を達成した推計人口

2060年 100万人

2040年 115万人

2060年 78万人

2040年 105万人

（資料）愛媛県、一般財団法人 地方自治研究機構「人口減少の要因分析と対策に向けた調査研究報告書」 

（注）2026年に転出超過の解消と出生数8,500人等を達成した推計人口については、人口減少戦略に基づき、 

2060年の目標値を100万人とする。 
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（２）愛媛づくりの方向性 

 

2040年の目指すべき愛媛の将来像の実現に向け、この４年間での中期的な県づくりの方向性、

政策を実現するための施策別の成果指標等を見える化し、愛媛県の成長や課題解決のために重点

的に取り組むべき分野等を定めることとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政策体系の考え方 

 上記の３つの方向性を実現するため、「人」「経済」「暮らし」の３つの分野に分け、その下

に９の政策を設定し、さらにその下に37の施策を置き、県各部局の事業は施策の目標の実現に向

けた手段として紐づけ、全分野を網羅した体系とします。 

 

 

全分野に影響を与える根幹にあるのが「人材」であり、人口減少下においても県民生活を維

持・向上させていくために、この計画では、まずは「人」を幹に据え、様々な分野における人材

の確保・育成を図りながら、「経済」・「暮らし」の充実につなげていくとの考え方により、政

愛媛づくりの方向性 

次世代を育み、誰もが自分らしく活躍でき、
人を惹きつける住み続けたい愛媛県 

新技術や新産業による地域産業のイノベーシ
ョンと国内外からの活力を取り込み、”稼ぐ
力”と県民所得が向上した愛媛県 

県民の暮らしの安心安全と快適が自然と調
和した持続可能な愛媛県

１ 

３ 

２ 
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策・施策体系を構築しました。 

まず、急速に進む人口減少下における地域活力の維持のため、若者が住み続けたいと思う愛媛

づくり、自然減対策として「結婚から妊娠・出産支援」までの切れ目ない支援、社会減対策とし

てシビックプライドの醸成や移住者を増加させる施策や、誰もが健康で豊かな生活を送ることが

できる地域づくりを行うとともに、次代を担う子供たちへの教育の充実を図ることとしました。 

次に、【経済】については、本県の実需の創出による地域経済の活性化にこだわり、全国下位

に低迷する県民所得の向上を目指し、各産業の「地域の稼ぐ力」を強化するとともに、「交流人

口拡大による国内外からの活力の取り込み」により、外貨を稼ぎ地域経済の活性化を図ることと

しました。 

 また、【暮らし】については、障がい者や高齢者に加え、支援を必要とする人たち誰もが安心

して暮らせる社会の実現、地域の都市機能や地域交通の維持、切迫する南海トラフ地震や、近

年、頻発化・激甚化する自然災害に対処する危機管理体制の充実、地球温暖化対策や循環型社会

の推進に加え、自然環境を保全する環境との共生の各取組みを通じ、県民の暮らしを支える基盤

を整備するとともに、安全・安心で快適かつ持続可能な社会づくりを目指すこととしました。 
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第４章 政策横断的な視点 

（１）人口減少を見据えた視点 

ア 人口減少の要因 

人口減少の要因は、 

 「若年層の人口減少」、「出産適齢女性の減少」、「結婚者数の減少」、「出生数の減少」 

であり、相互に関連しながら全てが縮小し、少子化が少子化を招くという「負のスパイラル」と

なっています。 

 
 

上記の図のとおり、出生数減少の直接的な要因は、婚姻件数の減少です。 

 若年女性の転出超過などにより、母となり得る女性が減っており、加えて、女性の約２割が50

歳の時点で結婚をしておらず、結婚しない人が増加しています。 

 つまり、転出超過による若年女性の減少と未婚率の上昇により、婚姻件数が減り、婚姻件数に

連動して出生数が減少している状況です。 

  

出典：人口動態統計 

イ 人口減少の影響 

 第２章で論じたとおり、このまま新たな対策を講じなければ、2040年の人口は、約105.9万人
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となると予想されます。本県の１人当たりの年間消費額が約112万円であり、現在より、約3,000

億円の消費が減少すると見込まれます。 

また、人口が減るだけでなく、生産年齢人口（15歳～64歳）の割合は、2020年の55.2％から、

2040年には51.3％に下がる一方、高齢者人口（65歳以上）の割合は、33.2％から39.6％に上がる

など、高齢者を支える現役世代の割合が減り、社会・経済の基盤を揺るがすおそれがあります。 

ウ 人口構造若返りの重要性 

 人口減少の進行そのものに歯止めをかけることは、困難と考えていますが、若い方々が増え、

将来的に人口構造が若返ることで、社会・経済の基盤が安定化し、地域社会の活力も維持するこ

とができると考えています。 

 そこで、出生数を前年比で増加させ続けることで、将来の人口構造の若返りを目指してまいり

ます。 

エ 第３期愛媛県版まち・ひと・しごと総合戦略の目標 
 

①転出超過の解消 

  本県の人口の流出入の趨勢をみますと、転出も転入も徐々に減っていますが、転出の方が多いた

め、毎年一定数（1,000～5,000人）の転出超過となっています。今後も、母数である人口の減少に

伴い転出数は減っていくと想定されますので、若者の県内定着や移住施策の展開などにより、転入

を一定又は上昇させることで、転出超過の解消を目指してまいります。 

      ＜転出超過数＞ 

令和４年 令和８年 

○○○○人 ０人 
 

②出生数8,500人 

出会いから、結婚、妊娠・出産、子育てまで、切れ目なく支援することで、合計特殊出生率1.60

を達成し、併せて転出超過を解消させることで、出生数8,500人を目指してまいります。 

     ＜出生数＞ 

令和３年 令和８年 

８,０１１人 ８,５００人 
 

③配慮すること 

結婚、妊娠・出産は、個人の尊厳にかかわることで、自由な意思決定に基づくものです。 

県民一人ひとりの多様性が認められ、生き方が尊重される社会を構築することが大前提で

すが、令和４年に行った県内の20～30代の未婚者へのアンケート調査では、８割の方が結婚の

希望をもつとともに、７割の方が２人以上の子を持ちたいと希望しています。 

そのような結婚を希望する男女が結婚でき、理想の年齢で理想の数の子どもを持てる環境

づくりを目指してまいります。 
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④人口減少対策の方向性 

出生数の増加を図るために、特に女性を含めた若年世代に、県外への進学・就職数以上に

県内へ戻ってきてもらうことと、婚姻件数の増加が重要です。 

そのためには、行政の取組に加えて、企業・事業者自らが、雇用の受け皿となるよう、問

題意識を持って変革に取り組み、男性だけでなく女性からも選択される県や地域となるよう成

長することが不可欠と考えています。 

  そこで、企業・事業者と行政が協働し、愛媛で就職し、結婚・出産の希望を叶え、安心して

子育てを行い、仕事と家庭の両立ができる環境を整えることに重点的に取り組みます。 
 

⑤人口減少対策に向けた具体的な取組み 

  次のとおり、それぞれの人口減少要因に対応した対策に取り組んでまいります。 

人口減少要因 対策 

若年層の人口減少 若年者の地元定着 

出産適齢女性の減少 女性活躍機会の拡大対策 

結婚者数の減少 
結婚・出産・子育て支援 

出生数の減少 

 移住等（転入増加に向けた取組み） 
 

１ 若年者の地元定着 

 ・魅力的な企業づくりとして成長するための取組支援 

・若年層に選ばれる魅力的な県内企業数の拡大 

・県内企業の認知度向上  

・県外の若年層の獲得 

・県外からの企業誘致     

・県内の大学等の魅力向上・内容充実 

・県外進学者の県内就職促進 

・発達段階に応じた郷土愛の醸成 等 

２ 女性活躍機会の拡大対策 

 ・女性が働きやすい企業の情報発信 

・女性が希望する業種の振興 

・女性に選ばれる働きやすい農業関連企業の創出／誘致 

・若い女性を農林水産業に導く施策の展開 

・男性が育児休業を取得しやすい環境づくり 

・男性の家事／育児等への参画の促進 

・両立応援企業・ひめボス事業所等の増加 等 

３ 結婚・出産・子育て支援 

 ・えひめ結婚支援センターによる若年層へのアプローチ強化 

・民間との連携による出会い・婚活促進 

・妊娠・出産に対する知識や健康意識を高める取組み 

・妊娠・出産への経済的支援・不妊治療への相談支援 等 

４ 移住等 

 ・移住希望者の拡大 

・高校卒業後も、本県との“絆”を維持・強化する仕組みの構築 

・大阪圏へのアプローチ強化 等 
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（２）新型コロナで社会変容をもたらしたデジタル化の視点 

 近年、ＡＩ・ＩｏＴ・ロボット、ビックデータなどの技術革新が進み、新型コロナウイルス感

染症の拡大も相まって、テレワークやオンラインサービスを前提とした新しい働き方や暮らしが

急速に普及するなど、生活はもとより、企業・行政のあり方に至るまで、私たちの社会全体が大

きな転換期を迎えています。 

特に、デジタル技術を活用した新たな日常は、多様で柔軟な生き方の実現につながっており、

人々の行動・意識・価値観に変化をもたらし、地方への移住に対する関心も高めています。 

 このような中、全国に先んじてＤＸに取り組んできた本県では、今後も産学官が一体となった

オール愛媛体制でのデジタル化を更に進め、社会・文化レベルへの浸透を図ることで、本県の特

色を生かす愛媛オリジナルなデジタル社会を実現し、これまでに物理的・地理的ハンデにより生

じていた様々な地域課題を解決するとともに、新しいサービスや価値の創出につなげ、一層の魅

力向上を図っていくことが肝要です。 

 これらを踏まえ、県が行う様々な取組みにデジタル技術も効果的に活用し、誰一人取り残さな

いデジタル化に挑戦することで、「活力と安心感あふれる愛顔のえひめ」を目指します。 
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（３）愛媛版ＳＤＧＳ推進の視点 

ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）とは、2015年（平成27年）９月に国連サミットで採択された

2030年までに「誰一人取り残さない」持続可能な社会の実現を目指し、経済・社会・環境をめぐ

る広範な課題に統合的に取り組むための、目指した国際目標です。 

 ＳＤＧｓに取り組むことの意義は、人口減少や少子高齢化などの多くの地域課題を抱える地域

が、これらを克服するために、行政だけではなく県民や企業など様々な民間主体と連携・協働す

る機会を得られることにあると考えており、ＳＤＧｓを原動力とした地方創生を推進するに当た

っては、県においても、部局横断的に全庁が一丸となって、人口減少、地域経済の縮小等の地域

課題の解決を図ってまいります。 

 なお、ＳＤＧｓの目標は、本計画の施策の方向性とも重なっており、本計画の施策を着実に進

めていくことにより、ＳＤＧｓの目標の達成と本県の持続可能な発展につなげていきます。 

       

 

〔SDGｓの17のゴール〕 出典：外務省（仮訳） 

１ あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる 

２ 飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、持続可能な農業を促進する 

３ あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する 

４ すべての人々への包摂的かつ公正な質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進する 

５ ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の能力強化を行う 

６ すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する 

７ すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギーへのアクセスを確保する 
８ 包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいのある

人間らしい雇用（ディーセント・ワーク）を促進する 
９ 強靱（レジリエント）なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進及びイノベーシ

ョンの推進を図る 

10 各国内及び各国間の不平等を是正する 

11 包摂的で安全かつ強靱(レジリエント）で持続可能な都市及び人間居住を実現する 

12 持続可能な生産消費形態を確保する 

13 気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる 

14 持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する 
15 陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林の経営、砂漠化への対

処、ならびに土地の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止する 
16 持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべての人々に司法へのアクセスを

提供し、あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する 

17 持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する 
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第５章 分野別計画 

 

（未） 

 

 

 

第６章 エリア構想 

 

（別データにて作成） 

 

 

 

第７章 資料編 

 

（未） 

 
 


